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地震・強風・大雨・大雪・洪水にそなえて
竜王南小学校 （Ｒ２年６月）

災害時（震度５以上の地震）における対応について （ご家庭掲示用）

地 震 発 生 （甲斐市において震度５以上のとき）

震度５弱：多くの人が身の安全を図ろうとする。棚にある食器や本が落ちることがある。窓ガラスが割れて落ちることがある。耐震性
の低い住宅では，壁や柱が破損するものがある。

震度５強：多くの人が行動に支障を感じる。テレビが台から落ちたり，タンスなど重い家具が倒れることがある。

〈児童が学校にいる場合〉 〈児童の登下校時〉 〈児童が家にいる場合〉

①保護者または家族や引き取りを依頼された方 ①倒れやすい塀やガラス窓，危険が予想され ①家の人と避難します。家の人が留守の場合
が迎えにくるまで，児童を学校で保護します。 るものを避け，近くの公園､空き地などの安全 どうするか，決めておきます。

な場所に，一時避難します。
②ゆれがおさまったら，学校か自宅の近い方 ②家庭で待機し，連絡のない限り登校しませ

※早めに登校している場合や下校後一部児童 に避難します。（登下校中にある各避難所もあ ん。
が残っている場合も含みます。 り）

③翌日からの登校については，登校再開の連
※職員が各地区に向かいます。 絡があるまで自宅待機となります。
児童と出会ったときは，学校へ引率します。 （学校は臨時休業となります。）

すぐに学校に向かいます。学級担任が，「引き渡 ※震度４以下の場合は，連絡のない限り通
しカード」で引き取り者であることを確認した 常どおり登校します。
後，児童を引き取ります。

すぐに，学校へ向かいます。学校で，「引き渡
※自動車での来校は危険なので禁止とします。 しカード」で確認後，児童を引き取ります。

※自動車での来校は危険なので禁止とします。

①震度５以上の場合，原則として，「安心・安全メール」「学校ＨＰ」にて連絡します。しかし通信が不通になることも予想されます。連絡がなくても，
保護者や家族あるいは，引き渡しを依頼された方にお子さんを迎えに来ていただくことが基本となります。

②電話での学校への問い合わせは控えてください。電話回線が混雑し，大切な用件が伝えられなくなることが想定されます。
③震度６以上の地震に被災した場合は，NTT災害伝言ダイアルの利用ができます。震度６以上の地震の際は，１７１－２－０５５２－７６－７１７１
により学校からの情報を聞いてください。

④児童を引き渡すまで，学校で児童を保護し続けます。引き取りまでに，時間がかかることが予想される場合は，あらかじめ学校までお知らせください。
⑤登校前の場合は，登校させないでください。
⑥校外学習・修学旅行・林間学校の場合は, 学校に緊急災害対策本部を設置します。原則としてすぐに帰校しますので,帰校後，学校に引き取りに来て
下さい。被害状況によっては，宿泊地等で避難する場合があります。

強風・大雨・大雪 注意報・警報 発令時における対応について

強風・大雨・大雪 注意報 発令

注意報：災害の恐れのあるとき，気象庁から，テレビ・ラジオ・防災放送などにより発表されます。

〈児童が学校にいる場合〉 〈児童が家にいる場合〉

①原則として，通常通り授業を行います。 ①学校から何の連絡もないときは，通常どおり登校します。連絡があ
ったときは，その指示に従います。

②午後になって，状況が急変するときは，集団下校することもあります

※下校が早まるときには安心・安全メール・ＨＰで連絡します。 指示の例：学校より連絡があるまで自宅待機とします。
※集団下校には，職員が付き添います。 ○時間遅れの登校になります。など

強風・大雨・大雪 洪水 警報 発令

警報：重大な災害が起こる恐れのあるとき，気象庁から，テレビ・ラジオ・防災放送などにより発表されます。

〈児童が学校にいる場合〉 〈児童が家にいる場合〉

①児童は，災害の状況により，学校にとどまります。報道等により， ①学校から何の連絡もないときは，通常どおり登校します。連
気象の変化や地区の状況の把握に努めます。 があったときは，その指示に従います。

②災害の状況により保護者に安心安全メールによる連絡を行いま
す。地区の状況により 指示の例：本日は臨時休校とします。天候が回復しても登校し

せん。
Ａ：地区の状況が通常の天候の時とほとんど変化ないとき 学校から連絡があるまで自宅待機とします。

教師引率のもと集団下校します。
Ｂ：地区の状況が通常の時と大きく変化しているとき

保護者による児童の引き取りを行います。

※自動車での来校による引き取りは危険なので禁止とします。

児童引き取りの連絡があったら，すぐに学校に向かいます。学級担
任が，「引き渡しカード」で引き取り者であることの確認後，児童
を引き取ります。
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